
滋賀県公用車の自動車任意保険加入契約に係る仕様書 

 

 
１ 仕様 

 

(1) 概要 

・件  名 滋賀県公用車の自動車任意保険加入契約 

・対象車両 滋賀県（以下「県」という。）が使用する車両 689 台 

内訳は「令和８年度任意保険加入対象車両一覧表（以下「一覧表」とい

う。）」を参照のこと。 

・履行期間 令和８年４月１日午後４時～令和９年４月１日午後４時 

(2) 担保種目および補償金額 

・対人賠償（１名につき）無制限（免責 0 円） 

・対物賠償（１件につき）1,000 万円（免責 0 円） 

・搭乗者傷害（職員は不担保 １名につき） 

死亡 1,000 万円以上、入院および通院については、傷害の部位・症状や日数等

に応じて入札参加者ごとに定める約款で規定する金額（部位症状払い、一時金

払い等名称は問わない） 

※一事故当たりの保険金支払いの対象は、車検証記載の乗車定員人数を限度と

する。 

ただし、一覧表の№235、385、649 の計３台のみに対する特約とする。 

・不担保事項 

①  自損事故 

②  無保険車傷害 

③  対人臨時費用 

④  公務外事故（公務と認められる状況下以外の公用車による事故） 

⑤  酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態での運転中の事故 

⑥  免停、無免許等の法令に定める運転資格を持たない状態での運転中の事故 

⑦  麻薬、大麻等の影響により正常な運転ができない状態での運転中の事故 

（3）保険の対象となる職員の範囲 

   会計年度任用職員等を含む県職員 

ただし、(2)「搭乗者傷害」の対象とする車両３台については、県からの委託業者 

が運行することもあるため、保険の対象を県職員のみに特定しないこととする。 

（4）事故発生時の対応 

・24 時間 365 日事故受付サービス（「初期対応アドバイス」を含む） 

本契約車両は、夜間もしくは休祝日においても出動することがあるため、同サー

ビスを有すること。 

・対人、対物示談交渉サービス 

本契約車両は県公用車であることから、事故の相手方となる県民等に対して、丁

寧かつきめ細かい対応を行うこと。（※相手方との交渉の際に、県の意志を十分



確認の上、誠意を持って対応すること。） 

・県に責任がない事故における相手方との交渉に関わるアドバイスサービス 

（5）事故処理状況の報告等 

事故の内容や処理進捗状況などは、いつでも迅速に回答できるよう情報管理をする

こと。また未解決案件の処理状況については、総務部総務課へ１か月に１回程度報告

すること。当該保険（契約）期間に発生した事故については、契約期間終了後も示談

が完了するまで責任をもって対応すること。 

（6）示談交渉時の報告 

事故の相手方との示談については、あらかじめ総務部総務課または関係所属と調整

のうえ交渉を進めるものとし、示談書を作成する場合においては、その内容を報告す

ること。また示談書の様式は、必ず当事者の双方が署名捺印する形式のものとする。

（示談書に代えた免責証書やその他の合意内容を記載した書面等は不可とする。） 

  (7) 示談書案等の提出 

相手方と示談内容の合意があった場合には、示談書案および過失割合の根拠となる

資料を総務部総務課に提出すること。  

（8）リスクマネジメント等 

① 県職員を対象とした安全運転講習を実施すること。（落札者は、講習の実施方法、

内容、日程等について、県と協議の上決定すること。） 

過去の講習内容：（令和２年度）計７会場で交通安全ビデオの上映を交えながら

の講習（県の担当者からの公用車の交通事故処理に関する説明

も併せて実施） 

        （令和３・４年度）計４回のオンライン形式による交通安全に

ついての講習、危険予測トレーニング（県の担当者からの公用

車の交通事故処理に関する説明も併せて実施） 

        （令和５～７年度）２週間の録画配信形式による交通安全につ

いての講習、アバター講師による交通安全のポイント説明 

② 事故を起こした県職員を対象とした再発防止を目的とする研修会等を実施する

こと。（資料を求める場合については、個別に協議する。） 

（9）令和９年度フリート割引率の見積 

令和９年度の予算積算の参考とするため、令和８年９月上旬頃に令和９年度のフ

リート割引率の見積を可能な限り正確に算出し、書面にて提出すること。なお、算出

にあたっては、前年度の保険契約業者および警察機関の保険契約業者との調整が必要

と思われるので、事前に担当者と協議をおこなうこと。 

 

２ 契約手続等に関する事項 

 

(1) 契約金額内訳書の提出 

落札者に決定した場合、落札額について、保険料内訳を記載した書類を契約時まで

に提出すること。 

(2) 契約金額の支払 



県は請求を受けた保険料について、令和８年４月１日に落札者の指定する銀行口座

に払込みを行う。 

(3) 保険証書の交付等 

落札者は、(2)の支払いを確認した後、直ちに保険証書、約款等を県あて交付する

ものとする。 

(4) 契約期間中の車両異動 

契約期間中に車両の異動（増車・減車）が生じた場合の保険料の精算は、年度末の

一括精算とする。ただし、異動が発生した場合は、県から該当月終了後に書面または

データで報告を行うこととする。 

 

３ 特記事項 

 

(1) 割引条件 

入札に当たっては、県から提供した資料を基に、入札参加者それぞれにおいて効果

的な割引を組み合わせ、採用し、価格設定を行い応札すること。なお、適用した割引

項目とその割引率、保険料の計算方法を記載した資料を落札後に提出すること。 

 (2) その他 

・本仕様書に定める以外の、担保、補償およびサービスの範囲を縮小する等の特約を

付帯することはできない。 

・本仕様書に定めのない事項は、自動車総合保険普通保険約款に準じる各社保険会社

約款（※）によるものとする。 

※対人・対物ともに示談交渉サービス付きの条件を満たす内容であれば約款名称

は問わない。 


